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皆
様
の
信
頼
回
復
の
取
組

を
始
め
る
必
要
が
あ
っ
た

た
め
、
緊
急
を
要
す
る
と

の
判
断
の
も
と
、
職
員
の

処
分
に
合
わ
せ
、
市
の
最

高
責
任
者
で
あ
る
市
長
・

副
市
長
に
つ
い
て
、
管
理

監
督
上
の
責
務
を
十
分
に

果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、

重
大
事
案
の
発
生
を
未
然

に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止

め
、
平
成
30
年
９
月
分
の

給
料
を
100
分
の
10
減
額
す

る
内
容
で
専
決
処
分
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
条
例
の
制
定
・
改
廃
に

つ
い
て
は
、
議
会
に
諮
り

議
論
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、

あ
る
べ
き
姿
と
承
知
し
て

い
る
。
し
か
し
、
今
回
の

案
件
に
つ
い
て
は
、
市
長

お
よ
び
副
市
長
が
、
み
ず

か
ら
責
任
を
取
る
こ
と
を

市
民
に
示
し
、
１
日
も
早

く
信
頼
回
復
の
た
め
の
行

動
に
移
っ
て
い
き
た
い
と

の
思
い
で
行
っ
た
も
の
で

あ
る
。

●「
い
ち
ほ
ま
れ
」の
栽
培

機
械
購
入
助
成（「
い
ち
ほ

ま
れ
」が
国
内
ト
ッ
プ
ラ

ン
ク
の
評
価
を
獲
得
す
る

た
め
に
、
生
産
に
対
し
機

械
購
入
を
補
助
す
る
制

度
）

　
　

ど
う
い
っ
た
農
業
者

が
補
助
対
象
と
な
る
の
か
、

募
集
方
法
は
公
平
性
が
保

た
れ
た
も
の
か
。

　
　
「
い
ち
ほ
ま
れ
」の
生

産
を
認
め
ら
れ
た
生
産
者

の
う
ち
、補
助
要
件
と
な

る「
特
別
栽
培
米
」の
生
産

者
の
み
に
照
会
を
か
け
、

要
望
あ
る
方
を
今
回
の
補

正
予
算
に
挙
げ
て
お
り
公

平
性
は
保
た
れ
て
い
る
。

　
　
　

県
が
推
進
す
る
ブ

ラ
ン
ド
米
に
対
す
る
補
助

事
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
県
の
費
用
助
成
が

な
い
。
今
後
、
同
様
の
事

業
が
あ
っ
た
際
に
は
、
県

の
支
援
も
求
め
ら
れ
た
い
。

●
既
存
の
水
道
管
を
耐
震

管
に
更
新
す
る
費
用

　
　

水
道
管
耐
震
工
事
の

現
在
ま
で
の
進
捗
と
、今

後
の
予
定
は
ど
う
か
。

　
　
上
水
供
給
の
根
元
と

な
る
上
水
道
管
理
セ
ン
タ

ー
へ
の
接
続
か
ら
開
始
し
、

今
後
は
公
立
丹
南
病
院
ま

で
の
接
続
を
優
先
的
に
実

施
す
る
。

●
町
内
の
ふ
れ
あ
い
サ
ロ

ン
や
集
い
の
場
の
新
規
整

備
助
成

　
　

月
２
回
以
上
の
開
催

要
件
は
、
地
元
に
と
っ
て

負
担
で
は
な
い
か
。

　
　
地
元
の
方
に
十
分
説

明
し
た
上
で
ご
理
解
い
た

だ
い
て
お
り
、
既
存
サ
ロ

ン
や
サ
ロ
ン
未
設
置
の
町

内
に
事
業
内
容
等
を
周
知

し
、
活
動
の
場
と
な
る
施

設
の
整
備
を
進
め
な
が
ら
、

介
護
予
防
拠
点
の
拡
充
に

努
め
て
い
き
た
い
。

●
鯖
江
・
王
山
認
定
こ
ど

も
園（
仮
称
）の
整
備
費
用

　
　

今
回
補
正
の
要
因
は
。

　
　
前
回
の
補
正
は
、
遊

戯
室
の
拡
張
、
保
育
室
の

増
設
、
調
理
室
の
移
設
等

で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
全

国
的
な
骨
材
・
資
材
の
高

騰
と
、
認
定
こ
ど
も
園
と

な
る
に
あ
た
り
、
保
育
所

の
耐
火
基
準
を
満
た
す
建

築
基
準
法
に
適
用
さ
せ
る

た
め
の
内
壁
等
の
改
修
費

用
で
あ
る
。

●
小
学
校
周
辺
の
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
の
改
修
費
用

　
　

点
検
結
果
に
よ
り
不

適
合
と
な
っ
た
、
市
内
４

カ
所
の
小
学
校
の
ブ
ロ
ッ

ク
塀
や
３
カ
所
の
石
や
レ

ン
ガ
を
積
み
上
げ
た
組
積

造
の
う
ち
、
石
積
み
擁
壁

の
安
全
確
認
や
内
部
鉄
筋

量
の
調
査
を
行
う
と
の
説

明
だ
が
、
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
調
査
内
容
か
。

　
　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
一
部

を
破
壊
し
て
、
中
の
鉄
筋

の
太
さ
や
間
隔
を
測
り
、

建
築
基
準
法
に
適
合
し
て

い
る
か
を
確
認
す
る
。

　
　

調
査
後
、
改
修
が
必

要
と
な
っ
た
場
合
の
今
後

の
対
応
は
。

　
　
必
要
な
予
算
措
置
の

検
討
を
進
め
る
。

　
　

市
内
通
学
路
の
ブ
ロ

ッ
ク
塀
危
険
箇
所
に
つ
い

て
の
対
応
は
。

　
　
市
か
ら
の
改
修
に
対

す
る
補
助
金
は
な
い
が
、

学
校
か
ら
直
接
所
有
者
に

対
策
を
依
頼
す
る
な
ど
対

応
を
行
っ
て
い
る
。
改
修

を
行
っ
て
い
た
だ
け
な
い

場
合
は
、
や
む
を
得
ず
、

危
険
箇
所
を
迂
回
す
る
通

学
路
を
設
定
す
る
な
ど
の

対
策
を
検
討
し
て
い
る
。

●
専
決
処
分
の
承
認
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て（「
鯖

江
市
長
等
の
給
与
お
よ
び

旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の

特
例
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
」・「
鯖
江
市
長
等
の
給

与
お
よ
び
旅
費
等
に
関
す

る
条
例
の
特
例
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
」）

　
　

専
決
処
分
理
由
の

「
議
会
を
招
集
す
る
時
間

的
余
裕
が
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
」と
い
う
文

言
に
つ
い
て
は
疑
問
を
持

つ
。
議
会
に
対
し
、
条
例

の
制
定
・
改
正
案
を
提
出

し
、
審
議
を
行
う
こ
と
が

本
来
で
は
な
い
か
。
条
例

の
制
定
・
改
正
を
議
会
の

議
決
な
し
に
専
決
処
分
で

行
う
こ
と
は
、
議
会
軽
視

に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
昨
年
来
、
不
祥
事
が

相
次
ぐ
中
、
酒
気
帯
び
運

転
・
事
故
不
申
告
と
い
う

悪
質
な
事
案
が
発
生
す
る

に
至
り
、
一
刻
も
早
く
、

市
が
一
丸
と
な
り
市
民
の

9

委
員
会
審
議

問答 総
務
委
員
会

総
務
委
員
会

総
務
委
員
会

総
務
委
員
会

産
業
建
設
委
員
会

産
業
建
設
委
員
会

産
業
建
設
委
員
会

産
業
建
設
委
員
会

教
育
民
生
委
員
会

教
育
民
生
委
員
会

教
育
民
生
委
員
会

教
育
民
生
委
員
会

一
般
会
計
補
正
予
算

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

一
般
会
計
補
正
予
算

問答

問答問答

問 問答

答問問 答答

意
見


